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館
4
8
0
円
、半
面
2
4
0
円
、運

動
場
5
9
0
円
、
テ
ニ
ス
コ
ー
ト

2
4
0
円

募
集
期
間

2
月
15
日（
火
）ま
で

（
予
定
）

申
し
込
み

団
体
登
録
申
請
書
等

を
メ
ー
ル
も
し
く
は
窓
口
に
提
出
。

様
式
は
文
化
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
で

配
布（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
可
）。

メ
ー
ル

b
u
n
sp

o
@
c
ity

.u
ra

so
e
.lg

.jp

選
考
方
法

他
団
体
と
希
望
が
重

複
し
た
場
合
は
抽
選
と
な
り
ま
す
。

そ
の
他

市
役
所
内「
地
域
若
者
サ
ポ
ー

ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
相
談
窓
口
」

問
地
域
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
琉
球

☎  （
９
１
７
）２
０
８
６

働
き
た
い
け
ど
…「
ど
う
し
て
い

い
の
か
わ
か
ら
な
い
」「
自
信
が
な

い
」そ
ん
な
人
の
た
め
に
、自
分
に

あ
っ
た
ペ
ー
ス
で
、一
歩
ず
つ
前
に

進
む
こ
と
を
丁
寧
に
サ
ポ
ー
ト
し

ま
す
。

日
時

2
月
22
日（
火
）午
後
２
時

～
午
後
５
時
※
毎
月
第
4
火
曜
日

場
所

市
役
所
１
階

ロ
ビ
ー（
ふ

る
さ
と
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
向
か
い
側
）

対
象

15
歳
～
49
歳

※
保
護
者
や
学
校
関
係
者
、支
援
機

関
関
係
者
の
相
談
に
も
応
じ
ま
す
。

費
用

無
料

沖縄支社

ダイナミックな吹き抜け、
　ビルトインガレージ、
　　上質な空気がもたらすプレミアムな展示場

内観写真や地図等の詳細は
右記のサイトよりご確認ください。

住所：那覇市銘苅 2-11-17
TEL.098-941-2980
営業時間 :10：00～ 18：00/ 定休日 : 水曜日
※現在、完全予約制にてご案内しております。
　ご予約をお願い致します。

那覇新都心展示場

高齢者活躍人材確保育成事業
（公社）沖縄県シルバー人材センター連合

浦添市シルバー人材センター  TEL（098）875－1701

60歳からの
　新しいステージへ

会員募集中！！

米
軍
機
に
よ
る
地
上
デ
ジ
タ

ル
放
送
の
受
信
障
害
の
相
談

問
跡
地
未
来
課

☎  （
8
7
6
）1
2
0
9

市
で
は
、米
軍
機
が
住
宅
地
上
空

を
通
過
す
る
こ
と
に
よ
り
発
生
す

る
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
受
信
障

害
に
つ
い
て
、対
策
工
事
を
実
施
す

る
予
定
で
す
。工
事
を
希
望
す
る
世

帯
は
跡
地
未
来
課
ま
で
ご
相
談
く

だ
さ
い
。
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

子
育
て
・
教
育

こ
ど
も
医
療
費
助
成

問
こ
ど
も
家
庭
課

☎
（
８
７
６
）1
2
8
0

こ
ど
も
の
医
療
費
助
成
を
受
け

る
場
合
は
、受
給
資
格
者
証
の
申
請

が
必
要
で
す
。対
象
の
お
子
さ
ん
が

い
る
世
帯
は
こ
ど
も
家
庭
課
窓
口

で
申
請
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

●
対
象
年
齢

外
来
医
療
費

０
歳
か
ら
小
学
校

入
学
前
ま
で（
６
歳
の
誕
生
日
到
達

後
の
最
初
の
３
月
31
日
ま
で
）

入
院
医
療
費

０
歳
か
ら
中
学
校

修
了
前
ま
で（
15
歳
の
誕
生
日
到
達

後
の
最
初
の
３
月
31
日
ま
で
）

手
続
き
に
必
要
な
も
の

子
ど
も

の
健
康
保
険
証
、保
護
者
の
普
通
預

金
通
帳

※
詳
し
い
助
成
方
法
等
は
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

児
童
手
当
の
支
給

問
こ
ど
も
家
庭
課

☎
（
８
７
６
）1
2
8
0

児
童
手
当
・
特
例
給
付
の
支
給
は

２
月
10
日（
木
）で
す
。２
月
期
の
振

り
込
み
は
、令
和
３
年
10
月
分
か
ら

令
和
４
年
１
月
分
ま
で
を
支
給
し

ま
す
。

※
通
帳
を
記
帳
し
て
振
り
込
み
の

確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。ま
た
、口

座
へ
入
金
す
る
時
間
帯
は
金
融
機

関
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
の
で
ご

了
承
く
だ
さ
い
。

こ
ど
も
医
療
費
の
貸
付
制
度

問
こ
ど
も
家
庭
課

☎
（
８
７
６
）1
2
8
0

医
療
機
関
窓
口
で
の
支
払
い
が

困
難
な
人
に
対
し
て
支
払
金
を
貸

し
付
け
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。利
用

す
る
に
は
、貸
付
資
格
の
認
定
を
受

け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

対
象
外
と
な
る
医
療
費

保
険
外
診
療
、入
院
時
食
事
療
養

費
、選
定
療
養
費
等
は
病
院
窓
口
で

支
払
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

※
貸
付
制
度
実
施
医
療
機
関
等
に

つ
い
て
は
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

「
ひ
と
り
親
家
庭
住
宅
支
援
資

金
」の
貸
付

問
公
益
社
団
法
人
沖
縄
県
母
子

寡
婦
福
祉
連
合
会

☎
（
８
８
７
）４
０
９
９

沖
縄
県
で
は
、ひ
と
り
親
世
帯
を

支
援
す
る
た
め
、就
労
に
取
り
組
む

浦添市役所（代）☎（876）1234問問い合わせ先　☎　電話番号

ひ
と
り
親
世
帯
に
住
宅
の
借
り
上

げ
に
必
要
な
資
金
の
償
還
免
除
付

き
の
無
利
子
貸
付
制
度
を
実
施
し

て
い
ま
す
。

対
象
者

児
童
扶
養
手
当
の
支
給

を
受
け
て
い
る
人
ま
た
は
、同
等
の

所
得
水
準
に
あ
る
人

貸
付
内
容

入
居
し
て
い
る
住
宅

の
家
賃
の
実
費
（
月
額
上
限
４
万

円
）×
最
長
12
か
月
貸
し
付
け

本
人
の
取
り
組
み
に
よ
り
就
職

や
就
労
状
況
の
改
善
を
果
た
し
、１

年
間
就
労
を
継
続
し
た
場
合
は
、償

還
を
免
除
し
ま
す
。

※
保
証
人
不
要
、無
利
子

受
付
時
間

平
日
午
前
９
時
～
午

後
５
時

▲ひとり親家
庭住宅支援資
金の貸し付け

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

令
和
４
年
度
学
校
体
育
施
設
開

放
事
業・一
般
使
用
団
体
募
集

問
文
化
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

☎
（
8
7
6
）1
2
2
3

令
和
４
年
度
の
市
内
公
立
小
中

学
校
の
体
育
施
設
を
夜
間
一
般
開

放
し
ま
す
。各
施
設
の
開
放
時
間
、

施
設
、種
目
は
学
校
に
よ
り
異
な
り

ま
す
。

場
所

市
内
公
立
小
中
学
校
の
体

育
館
・
運
動
場
・
テ
ニ
ス
コ
ー
ト

対
象

市
内
在
住
ま
た
は
在
勤
者

（
成
人
に
限
る
）

費
用

全
面
1
時
間
当
た
り
体
育

子育て世帯生活支援特別
給付金の申請はお済みですか？

厚生労働省 コールセンター ☎0120（400）903
こども家庭課 ☎（内線3613・3614）

問い合わせ

ひとり親のご家庭へ大切なお知らせ

■以下の❶または❷のいずれかに該当する人

■児童１人当たり 一律５万円
２．支給額

１．支給対象者

3.給付金の支給手続き

❶給付金の申請手続き

❷指定口座へ振り込み　

市役所

ひとり親世帯 浦添市

窓口または郵送でご提出

※給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。

▼児童１人当たり５万円が受け取れます！支給要件をご確認ください！

❶公的年金等受給者
公的年金等を受給していることにより、児童扶養手当の支給を
受けていない人

平成15年４月２日以降に生まれたお子さんが対象です。（障がいの
状態にあるお子さんの場合は平成13年４月２日以降）

❷家計急変者
令和３年４月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロ
ナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が
児童扶養手当を受給している人と同じ水準となっている人

※ひとり親世帯分および、ひとり親世帯以外の「低所得の子育て世
　帯対象の子育て世帯生活支援特別給付金」を既に受けている場
　合は、本給付金の支給は受けられません。

・給付金を受け取るには、令和４年２月28日（月）までに申請が必要
　です。
・申請書に振込先口座などを記入して、必要書類とともに浦添市役
　所こども家庭課の窓口または郵送でご提出ください。申請書は市
　ホームページに掲載しています。
・給付金の支給要件に該当する人に対して、申請内容を確認して指
　定口座に可能な限り速やかに振り込みます。

令和３年度

こども家庭課 ☎（876）1280問い合わせ

1.支給対象者

以下❶～❸のいずれかに該当する児童を養育する保護者

以下❶～❸のいずれかに該当し、
浦添市から児童手当を受給している人

（1）申請不要（児童手当の登録口座に振り込んでいます）

❶中学生以下の児童のみを養育している人
❷高校生と中学生以下の児童を養育している人
❸令和4年3月31日までに生まれた新生児を養育している人

（２）申請必要（申請書をお送りください。審査後、随時振り込んでいます）
❶高校生のみを養育している人
　（中学生以下の児童を養育していない人）
❷勤務先から児童手当を受給している公務員

高校生までの子どもがいる世帯に
1人あたり10万円を支給しています

❶ 中学生以下 令和3年9月分の児童手当の支給対象児童

❷ 高校生 令和3年9月30日時点で高校生等※の児童

❸ 新生児 令和4年3月31日までに生まれた児童

3.申請の有無（支給対象者のうち、申請の有無が異なります）

児童1人あたり一律10万円
2.支給額

●主たる生計維持者の所得が所得制限限度額以上の人は対象外となります。
●転入により、すでに他市町村から支給を受けている場合は、その児童の分の
　支給はありません。
●令和2年中の所得が未申告の場合、申告をお願いします。
●令和3年度児童手当現況届が未提出の人は、支給できない場合があります。
●❶～❸について公務員を含みます。

●原則児童の父母が対象者になります。
●住民票上別居しているお子様のみ養育されている世帯については、窓口
　またはホームページから申請書を取得してください。
●上記に該当する場合は、申請書に振込先口座などを記入し、必要書類と
　ともにこども家庭課へ原則郵送で提出してください。
●給付金の支給要件に該当する人に対して、申請内容を確認して指定口座
　に振り込みます。

※高校生等とは…平成15年4月2日～平成18年4月1日に生まれた人で、配偶者を
　有していない人です。高校に在学していない社会人等の人も対象です。

▲地上デジタ
ル放送の受信
障害




